
 

保護者各位 

 

高等学校等就学支援金手続きについて（ご通知） 

 

本制度は、家庭の経済状況にかかわらず希望に沿った進路選択ができるよう、高等学校等就学支援

金の支給に関する法律に基づいて、高等学校等に在籍する生徒の授業料に充てるものとして就学支援

金を支給するものです。 

 なお、就学支援金は学校設置者（都道府県や学校法人など）が、生徒本人に代わって受け取り、授

業料に充てることになるため、生徒本人（保護者）が直接受け取るものではありません。 

 
１． 就学支援金とは  

 ① 支給判断は、保護者全員の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額で受給要件を判

断します。（両親のとき、父母双方の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額を合算して判断

します。なお、保護者とは、原則、親権者です。）  

 ② 支給方法は、納入時に授業料から就学支援金を差し引いて（相殺）おりますが、認定手続き及

び継続支給の手続き（２回目）の時期によっては、支給額決定後に就学支援金相当額を銀行振込

等により還付する方法となります。なお、加算分は全て銀行振込等による還付となります。 

 ③ 本校の月額授業料は20,000円ですので、就学支援金の支給額の上限は、月額20,000円となりま

す。 

 

２． 受給要件と支給月額   

※ 就学支援金の支給は、市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額（保護者全員分の合

算）により判断します。 

※ 市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額（保護者全員分の合算）が507,000円以上の

世帯には、就学支援金は支給されません。 

 

 

 

区分 

受給要件 

市町村民税所得割額と 

道府県民税所得割額の

合算 
※保護者全員分 

支援金の額（月額） 

【 授業料実納付額（月額）】 

一般生 奨学生Ｓ 奨学生Ａ・Ｂ・Ｃ、徳育 

２．５倍 非課税の場合 
２０，０００円 

【０円】 

２０，０００円 

【０円】 

２０，０００円 

【０円】 

２．０倍 
１００円以上 

８５，５００円未満 
１９，８００円 

【２００円】 

１９，８００円 

【０円】 

１９，８００円 

【１００円】 

１．５倍 
８５，５００円以上 

２５７，５００円未満 
１４，８５０円 
【５，１５０円】 

１４，８５０円 
【０円】 

１４，８５０円 
【２，５７５円】 

加算なし 
２５７，５００円以上 

５０７，０００円未満 
９，９００円 

【１０，１００円】 
９，９００円 

【０円】 
９，９００円 
【５，０５０円】 

 

※ 平成３０年７月分から、市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額で就学支援金加算 

区分を判定するよう変更になりました。 

 

 



平成３０年６月１日 

学校法人 玉名学園 

３．書類の提出について   

① 受給要件に該当し、受給資格の認定を受ける場合   

次の提出書類を、所定の就学支援金申請用の封筒に入れて提出してください。         

１. 収入状況届出書、又は受給資格認定申請書 

２.  保護者全員分の平成３０年度課税証明書（市町村民税所得割額、道府県民税所得割額が確

認できるもの） 

 

② 提出期限   

  平成３０年６月１３日（水） 

 

４．提出書類についての説明 

① 課税証明書とは、市町村が発行する市町村県民税課税証明書です。  

ただし、市町村によってはその呼称が異なることがあります。市町村にご確認ください。 

② 市町村民税所得割額、道府県民税所得割額が確認できる課税証明書を、保護者の所得の有無に関

係なく保護者全員分提出してください。 

③ 兄弟姉妹などで同時に２人以上申請のとき、２人目以降の提出書類はコピーで可能です。 

④ 課税証明書の余白に、学年・組・番号・生徒氏名を鉛筆で記入してください。 

⑤ 申請書の日付は、（平成３０年６月１日）から提出締切日（平成３０年６月１３日）までを記入 

してください。 

  

５．留意事項  

① 今回の収入状況届出書による就学支援金の受給期間は、平成３０年７月分から翌年６月分と 

なります。 

② 出し忘れ等で提出期限から遅れたときは、さかのぼっての支給はされません。 

出し忘れ等がないようにご注意ください。 

③ 住民税の修正申告や保護者に変更があるときは、速やかに事務室へお申し出ください。 

④  就学支援金は、引き続いて自動的には支給されませんので、必ず今回の手続きが必要となります。 

⑤  今回、初めて就学支援金の申請をされる方は、受給資格認定申請書の提出が必要となりますので 

必ず事務室までご連絡ください。 

⑥  保護者が生活保護受給者の場合は、提出書類が異なりますので必ず事務室までご連絡ください。 

 

 

就学支援金に関する問い合わせは、事務室（０９６８－７２－４１５１）までお願いします。 

 

  提出書類（個人情報）は、利用目的の為にのみ使用させて頂きます。 
 
 
 
 

 


